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新
し
い
市
議
会
議
長

副
議
長
を
選
出

議長

田口  政  信 （南方）
まさ のぶ

副議長

浅田  修 （米山）
おさむ

教育民生委員長

中澤  宏 （豊里）
ひろし

議会運営委員長

及川  昌  憲 （南方）
まさ のり

建設水道委員長

金野  静  男 （石越）
しず お

産業経済委員長

佐藤  勝 （迫）
まさる

　
６
月
　
日
に
開
会
さ
れ
た
市
議
会
６
月
定
例
会
に
お
い
て
、
星

１６

 順
 

じ
ゅ
ん

 一
 議
長
と
八
木
し
み

い
ち

 子
 副
議
長
か
ら
、
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
ま

こ

し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
議
会
で
選
挙
が
行
わ
れ
た
結
果
、
新
し
い

議
長
に
田
口
 政
  信
 氏
、
副
議
長
に
浅
田

ま
さ
 の
ぶ

 修
 氏
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

お
さ
む

　
任
期
は
平
成
　
年
４
月
　
日

２５

２８

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
任
期
満
了
に
伴
い
各

常
任
委
員
会
委
員
長
が
決
ま
り

ま
し
た
（
敬
称
略
）。
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総務企画委員長

沼倉  利  光 （中田）
とし みつ

　県では、福島第一原子力発電所の事故発生後、県内各地で空間放射線測定や農産物などの

放射能測定を実施しています。

　その結果、現在までの発表では、「健康に影響を与えるレベルではない」としています。

　しかし、連日の報道により、市民の放射線量に対する関心や不安が高まっていること、ま

た、子どもの安全・安心を確保するため、簡易型放射線測定器（定時定点測定用６台・教育委

員会２台）を購入し、市内の空間放射線量の測定と公表を行います。 

　測定実施内容
　　　・市消防署および消防署出張所（５カ所）計６カ所で測定します。

　　　・学校・幼稚園・保育所・子育て支援センター・児童館など、学校や乳幼児用の教育施設などについ

　　　 ては、市職員が全個所を巡回し測定します。

　実施時期
　　　・消防署については６月２４日、教育施設などについては６月２９日から順次測定を開始しています。

　　　 結果は測定の翌日、市ホームページおよびメール配信サービスにて掲載・配信します。

　　　 （金・土・日曜日は翌週月曜に掲載します）

　　　　なお、６月２１日には、県から臨時に簡易型放射線測定器を借用し、市消防署および消防署出張

　　　 所（５カ所）計６カ所と小学校（５カ所）で測定し、結果を市ホームページに掲載しています。

【問い合わせ】　幼稚園・小中学校に関すること　教育委員会学校教育課　緯0220（３４）２６７９
　　　　　　　そのほか空間放射線に関すること　市民生活部環境課　緯0220（５８）５５５３

市内６地点および教育施設などで空間放射線量を測定し結果を公表します
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国
民
健
康
保
険
税
の
お
知
ら
せ

経
済
の
低
迷
や
震
災
に
考
慮
し

　
税
率
を
据
え
置
き
ま
す

 介護分  後期高齢者医療支援金医療分
区　分

改正後現行改正後現行改正後現行

  2.04％    2.00％   8.00％ 
（前年分所得
－３３万円）
×税率

所得割額

  5.70％  2.30％   8.00％ 
本年度

固定資産税額
（償却資産分を除
く）×税率

資産割額

  7,500円    5,400円     19,500円  被保険者
一人につき

均等割額

  6,400円  5,600円  20,000円  一世帯に
つき

平等割額

 120,000円 
（③）

100,000円 
 140,000円 
（②）

 130,000円 
510,000円 
（①）

 500,000円 各限度額

現行730,000円 　　改正後770,000円 (①＋②＋③)限度額合計

【表１】

■国民健康保険税率改正表

　
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
病
気

や
け
が
な
ど
を
し
た
と
き
に
安
心

し
て
治
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

医
療
費
な
ど
の
給
付
を
行
う
医
療

保
険
制
度
で
、
社
会
保
険
加
入
者

以
外
が
す
べ
て
加
入
す
る
保
険
制

度
で
す
。

　
今
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
率

は
、
長
期
化
す
る
経
済
の
低
迷
や

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
を
受

け
た
被
保
険
者
の
負
担
軽
減
に
配

慮
し
、
今
年
度
の
医
療
費
推
計
総

額
に
不
足
す
る
財
源
を
財
政
調
整

基
金
か
ら
繰
り
入
れ
を
行
い
、
税

率
の
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
均

等
割
額
、
平
等
割
額
を
据
え
置
き

と
す
る
も
の
で
す
が
、
地
方
税
法

施
行
令
の
一
部
改
正
が
平
成
　
年
２３

４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
に
含
ま

れ
る
「
医
療
給
付
費
分
」
・「
後
期

高
齢
者
医
療
支
援
金
分
」
・「
介
護

納
付
金
分
」
の
課
税
限
度
額
が
、

そ
れ
ぞ
れ
【
表
１
】
の
と
お
り
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
新
し
い
税
額
の
適
用
は
今
年
の

４
月
で
、
７
月
以
降
の
納
付
分
か

ら
調
整
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

医療給付費分（医療分）・・・・・・・・国保加入者全員が対象

後期高齢者医療支援金等分（支援金分）・国保加入者全員が対象

介護納付金分（介護分）・・・・・・・・４０歳以上６５歳未満の人が対象

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
世
帯
で
、

①
転
入
・
転
出
し
た
人
が
い
る
場

　
合

②
国
民
健
康
保
険
か
ら
社
会
保
険

　
へ
の
加
入
者
が
い
る
場
合

　
（
国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
自

　
動
的
に
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
）

③
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
た
人

　
が
社
会
保
険
を
や
め
た
場
合

な
ど
の
場
合
は
、
各
総
合
支
所
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
総
務
部
税
務
課

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
３

２２

　
各
総
合
支
所
市
民
課

国
民
健
康
保
険
資
格
の

異
動
届
は
忘
れ
ず
に

国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
・
軽
減
に
つ
い
て

　
①
失
業
、
病
気
な
ど
に
よ
り
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
国
民
健
康

保
険
税
減
免
取
扱
要
網
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
税
の
全

部
ま
た
は
一
部
が
減
免
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
②
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
納

税
義
務
者
が
死
亡
、
障
害
者
と

な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
居
住
す
る

住
宅
が
、
り
災
証
明
書
に
よ
り
半

壊
以
上
と
判
定
さ
れ
た
世
帯
に
つ

い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
全

部
ま
た
は
一
部
が
減
免
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
③
就
職
し
て
い
た
企
業
の
倒
産

や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り

離
職
さ
れ
た
人
（
非
自
発
的
失
業

者
）
に
対
し
、
平
成
　
年
４
月
か

２２

ら
在
職
中
に
負
担
さ
れ
て
い
た
医

療
保
険
と
同
程
度
の
負
担
で
国
民

健
康
保
険
に
加
入
で
き
る
軽
減
制

度
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
軽
減
制
度
で
は
、
雇
用
保

険
の
特
定
受
給
資
格
者
お
よ
び
特

定
理
由
離
職
者
の
国
民
健
康
保
険

税
を
翌
年
度
末
ま
で
、
前
年
の
給

与
所
得
を
1
0
0
分
の
　
と
み
な

３０

し
て
税
額
を
算
定
し
ま
す
。

　
④
前
年
の
所
得
が
一
定
基
準
以

下
の
世
帯
は
、
国
民
健
康
保
険
税

の
均
等
割
額
と
平
等
割
額
を
所
得

に
応
じ
て
７
割
、
５
割
、
２
割
そ

れ
ぞ
れ
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
、

世
帯
ご
と
に
軽
減
判
定
を
行
い
税

額
が
算
定
さ
れ
ま
す
（
申
請
は
不

要
で
す
）。

　
①
～
③
の
減
免
・
軽
減
に
つ
い

て
は
申
請
に
当
た
り
、
り
災
証
明

書
、
離
職
証
明
書
や
退
職
時
ま
で

の
源
泉
徴
収
票
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
な
ど
今
年
の
収
入
見
込

み
が
分
か
る
資
料
、
印
鑑
（
認
印
）

な
ど
の
各
種
資
料
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
申
請
の
際
は
事
前
に

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係
ま
た

は
各
総
合
支
所
市
民
課
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
税
率
は
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え
置
き

■
税
率
は
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置
き

■
税
率
は
据
え
置
き


